
長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例

10年超保有する事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡した
事業用資産の譲渡益の80％（一部75％・70％※１）について、課税繰延を認める制度。

※１ 繰延率について

課 税

譲渡資産 買換資産

譲渡益

譲渡価格

取得費

80%

20%

課税繰延

取得価格

圧縮

簿価

７０％

８０％

８０％

７５％

８０％

８０％

８０％

首都圏既成市街地（23区除く）
＋首都圏近郊整備地帯
＋近畿圏既成都市区域
＋名古屋市の一部

東京23区

国内にある
10年超保有の土地、建物等
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※２ 買換資産が土地の場合には以下の要件を満たすもの：
・ 面積が300㎡以上のもの
・ 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設（福利厚生施設を除く。）の敷地の用に供されるもの
（駐車場は、建築許可中である等の手続きが進行中であるなどの理由で建物の敷地の用に供せないものに限定）



特例の趣旨 買換の内容 繰延率

転出の促進

１ 三大都市圏の既成市街地等の内から外への買換 ８０％

２ 航空機騒音障害区域の内から外への買換 ８０％

誘致の促進

３ 過疎地域の外から内への買換 ８０％

４ 都市機能誘導区域の外から内への買換 ８０％

土地の有効利用の促進
５ 既成市街地及び一定の人口集中地区における、法定市街地再開発事業の実施に
伴う買換

８０％

密集市街地における防災街区
の整備の促進

６ 危険密集市街地内における防災街区整備事業に基づく耐火建築物等の建築に伴う
買換

８０％

土地の流動化、長期保有土地
を利用した設備投資の促進

７ 長期保有（１０年超）土地等から国内資産への買換
８０％

（一部７５％
or７０％）

日本船舶から減価償却資産へ
の買換促進

８ 日本船舶から日本船舶への買換 ８０％

事業用資産の買換特例適用内容一覧



譲渡対価 ３０億円
帳簿価格 １０億円

譲渡益 ２０億円

平成２１・２２年に土地等を先行取得した場合の将来譲渡益に係る課税の特例

平成21・22年中に土地等を取得した法人又は個人事業者について、その土地の取得価額を限
度として、その後10年間に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、その８割（平成22年取
得分は６割）について、課税を繰り延べる。（先行取得した土地の簿価を圧縮記帳）

注：１．棚卸資産は対象となりません。
２．この特例の適用を受けるためには、取得した年の確定申告書の提出期限までに、適用を受ける旨の届出書を提出する必要があります。
３．「土地等の取得・譲渡」には信託受益権の取得・譲渡も含まれます。

平成２１年

土地を購入した
翌年度から１０年間

別の保有土地の売却

８割減額(１６億円)

先行取得土地の簿価を
圧縮記帳

圧縮損 ▲１６億円

帳簿価格 ９億円

土地を購入
（取得価額２５億円）

不稼働不動産等先端技術の工場
買換え

平成２２年

譲渡益（減額後） ４億円

【 活用例 】


